
202２ Copyright© NIHONKEIEI Co.,Ltd. All rights reserved.

第1回
2022年訪問看護の診療報酬改定
BCP（事業継続計画）の対応

令和４年度千葉市訪問看護ステーション

増強・連携促進事業研修

株式会社日本経営
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税理士法人を母体として医療・介護業界に特化した税務会計および経営コンサルティングを
全国に展開 クライアント数は国内最大級

業務区分 関連会社 提供業務内容

コンサルティング
業務

日本経営ホールディングス

株式会社日本経営

株式会社マスブレーン

株式会社日本経営

リスクマネジメント

メディキャスト株式会社

NKGRコンサルティング

株式会社ミライバ

株式会社ブルーライン

・パートナーズ

• 経営戦略
• 組織・人事戦略
• 財務戦略・業績管理・資産保

全・運用
• プロセス・品質改善
• 行政・業界情報
• Ｍ＆Ａ・事業承継・事業再生
• 教育研修・組織開発
• リスク・マネジメント
• ホームページ作成

コンプライアンス
業務

日本経営ウィル税理士法人

社会保険労務士法人日本経営

行政書士法人日本経営

JAPAN QUALITY BUSINESS 

SOLUTIONS INC.

• 税務顧問、会計顧問
• 税務申告業務
• 相続対策・事業承継対策
• 社会福祉法人会計
• 公益法人会計
• 組織再編税務・連結納税
• 国際税務
• IPO（株式公開）信託など。
• 労務顧問、労務戦略の立案推

進、社会保険
• 遺言書の作成および遺言執行。

相続手続支援業務
• フィリピンの会計アウトソー

シングサービス

設 立 1967年（昭和42年）4月

社員数 1,483名（2021年3月時点）

売 上 250.09億円（2020年度）

有資格者

税理士及び税理士有資格者29名
公認会計士及び資格合格者14名
社会保険労務士8名
司法書士3名
行政書士6名
一級建築士１名
中小企業診断士2名
日本医業経営コンサルタント11名
その他、MBA等

クライアント数

病院関連 1,335法人

介護関連 524法人
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講師紹介

大日方 光明（おびなたみつあき）
Obinata Mitsuaki
株式会社日本経営 介護福祉コンサルティング部 参事
M.A.

お問合せ：mitsuaki.obinata@nkgr.co.jp

（１）専門分野

-介護事業経営、在宅医療経営

（２）経歴
2006年～ ヘルスケア事業部所属

（主に公立病院の病院経営改善、建替え支援、業界団体調査事業等に従事）

2012年～ 在宅医療機関・社会福祉法人への出向
2013年～ 関連法人にて訪問看護ステーション開設・現場運営
2018年～ 株式会社日本経営 介護福祉コンサルティング部兼任

株式会社メディシステムソリューション ホームケア事業部

（介護福祉施設の開設、経営改善支援。訪問看護ステーションの運営）

執筆、取材等 ：ケアビジョン2020年10月号「ICT＆ロボットでホントの働き方改革」
日経ヘルスケア2020年3月号「高齢者施設 人気の秘密」

講演等 ：2017年～2021年 東京都福祉保険財団「訪問看護管理者研修」経営分野講師
(直近の公的) 2020年03月 千葉市「在宅医療の仕組み・診療報酬のポイント」講師

2021年03月、7月 千葉市「訪問看護管理者研修」講師
2021年02月、10月 千葉県看護協会「訪問看護管理者研修」経営分野 講師
2021年11月 石川県立看護大学「認定看護管理者サードレベル」講師

介護系資格 ：介護職員初任者研修、福祉住環境コーディネーター2級
SMART介護士Expert
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訪問看護管理者研修（2022年度）

2022年度プログラムA

実施日 2022年6月25日 、6月29日

内容 １） 診療報酬改定概要

２） BCP（事業継続計画）の策定と運用

2022年度プログラムB

実施日 2022年7月０９日

内容 １）カスタマートラブルへの対応

２）リスクマネジメント
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1. 2022年診療報酬改定の内容と考え方
2. BCP（事業継続計画）の策定と活用
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2022年度の診療報酬改定の概要（全体）

➢2022年診療報酬改定はネットではプラス改定。このうち、＋０．２０％は、看護師の処遇改善の特例的対応分。

➢改定には４つの重点テーマがあり、特に訪問看護と在宅医療に関連する項目は（１）。

ネット ▲０．９４％のマイナス改定

１．診療報酬＋０．４３％

※１ うち、※２～５を除く改定分
＋０．２３％
各科改定率医科 ＋０．２６％
歯科 ＋０．２９％
調剤 ＋０．０８％

※２ 看護の処遇改善のための特例的な対応＋０．２０％
※３ リフィル処方箋の導入・活用促進▲０．１０％
※４ 不妊治療の保険適用のための特例的な対応＋０．２０％
※５ 小児の感染防止対策に係る加算措置の期限到来▲０．１０％

２．薬価等▲１．３７％

➀薬価▲１．３５％
※１ 実勢価等改定▲１．４４％
※２ 不妊治療の保険適用のための特例的な対応＋０．０９％

➁材料価格▲０．０２％

（１）新型コロナウイルス感染症等にも対応できる効率的・効果的で
質の高い医療提供体制の構築【重点課題】
○医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価
○質の高い在宅医療・訪問看護の確保

（２）安心・安全で質の高い医療の実現のための医師等の働き方改
革等の推進【重点課題】
○各職種がそれぞれの高い専門性を十分に発揮するための勤務環境の
改善、タスク・シェアリング／タスク・シフティング 、チーム医療の推進
○業務の効率化に資するICTの利活用の推進、その他長時間労働などの
厳しい勤務環境の改善に向けての取組の評価

（３）患者・国民にとって身近であって、安心・安全で質の高い医療
の実現
○医療におけるICTの利活用・デジタル化への対応

（４）効率化・適正化を通じた制度の安定性・持続可能性の向上
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今回の改定のポイント

➢急性期医療機関としての要件が厳格化し、回復期医療（地域包括ケア病棟）に期待される「在宅復帰」「在宅支援」の機能も強化された。

➢リフィル処方箋の導入やオンライン診療の指針導入が恒久的アプローチとして導入されることとなった。

急性期医療

回復期医療

医療従事者の
働き方改革

外来／オンライン医療

• 一般病棟の評価項目（重症度、医療・看護必要度）の見直しにより、急性期医療機
関の10～２０％程度が基準を満たせなくなる可能性あり。

• 地ケア病棟１、２の在宅復帰率が70％→72.5％に引き上げ
• 自院の一般病棟からの転棟割合の基準が400→200床に引下げ。
• 地ケア病棟３、４においても実績部分が要件化（在宅からの入棟、緊急患者の受入、
在宅医療の実績のいずれか）

• 手術前日の当直日数は、2日以上連続当直の回数に制限が設けられる。
• 入退院支援の算定要件から対面から行う原則が削除され、ビデオ通信機器の使用
が認められた。

• リフィル処方箋の導入。
• オンライン診療が初診から正式に認められるようになった。

在宅医療
• 在支診以外のCLとの24時間体制の連携
• 外来担当医と在宅担当医が共同して指導等を実施した場合を評価
• ※訪問看護STについては別途
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診療報酬改定への対応とは、具体的に何を意味する？

➢診療報酬改定・介護報酬改定に対応していく上では、大きく分けると実務的対応（短期的対応）と戦略的対応（中長期的対応）が必要になる。

➢どちらもが事業の運営・経営においては必要な視点であるが、多忙な現場運営の中で目の前の出来事＝実務的対応に偏り易い。

実務的対応
（短期的）

戦略的対応
（中長期的）

×

・加算の届出

・重要事項説明書の変更

・関係諸機関へのアプローチ

・研修等への参加（資格の取得）

・人員配置の変更

・記録方法／書式の変更

・事業の方向性の決定

・提供サービスの検討

・人材の育成

・物品等への投資

・関係諸機関との連携方法の変更
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２０２２年診療報酬改定の訪問看護（在宅医療）分野に関するポイント

➢主なポイントは以下。かかりつけ医などの評価とも相まって、「在宅専門ではない」医療機関を支援する仕組みが設けられる。

➢特に24時間体制の維持・継続が課題になりやすいため、単一拠点ではなく複数事業者の連携による体制構築が評価された。

➢専門性の高い看護師による訪問看護については、タスクシフトの一部と見る考え方もある。

在宅医療の「量」の確保

在宅医療への移行促進

在宅医療の「質」の拡充

24時間体制の確保

効率化促進

• 急性期病院、回復期／地域包括ケアからの在宅復帰が促進される。
• 一部の在宅CLのみに負担集中させるのではなく、外来を中心に行うCLや、かかりつけ医も対応が
出来るような体制構築を目指す。

• 外来医師と在宅医療主治医が共同指導をした場合を評価
• 継続支援加算を名称変更し、在宅療養移行加算として、市町村や医師会と連携して往診体制を整
えている場合を評価

• 訪問看護による退院当日の訪問看護（退院支援指導加算）につき、長時間加算を設定。加えて、
ターミナルケア療養費の「訪問日」にもカウントできるように変更

• 小児の在宅診療への評価拡大（「在宅がん」に小児加算の追加、緊急往診加算に要件追加）
• 専門性の高い看護師による訪問看護の評価。

• 機能強化型在支診は、在支診以外のCLとの連携や、24時間体制のサポートをすることを期待。
• 訪問看護STについても、単一での維持が困難な場合、BCP等を策定した上で相互支援ネット
ワークに参加している場合は複数ST連携での体制構築が可能

• ICTによる死亡診断を補助した場合につき、ターミナルケア加算に「遠隔死亡診断補助加算」を追
加。

• 退院時共同指導加算等から、「対面原則」の文言が削除され、WEB会議等での参加が促進され
た。
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【参考】同時進行で進んでいること
医療保険レセプトのオンライン化

➢医療保険のレセプトオンライン請求が、2024年4月から施行されることに。（当初は、2023年1月という方向で調整されていた）
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【参考】同時進行で進んでいること
介護分野の文書に係る主な負担軽減策

➢書類等の整備にかかる書類が簡素化されている。従来の方法論での運用になっていないか、あるいは将来的に変更されていく事項に対応していく

算段が立っているか？（ICT活用等）
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2022年の診療報酬改定 訪問看護ステーションは実務的対応として何が必要か？

➢今回の改定で訪問看護ステーションに直接的に影響する項目は以下の１２項目。それぞれの対応内容を整理した。

No. 項目

運
営
ル
ー
ル
変
更

書類関連整備 人員関連 連携関連

IC
T

関
連

そ
の
他

重
要
事
項
説
明
書
変
更

（
点
数
／
説
明
書
き
の
変
更
）

届
出
の
有
無

そ
の
他
書
類

人
員
配
置
確
認

資
格
確
認

病
院
連
携

主
治
医
と
の
連
携

行
政
他
と
の
連
携

1 BCPの策定義務化（医療保険上も） - 〇 〇

2 複数の訪問看護STによる24時間体制の見直し - ※ ※ 〇 〇

3 機能強化型訪問看護STの点数改定／基準見直し 〇 〇 ※ ※ ※ 〇

4 自治体等への情報提供の見直し／学校等への情報提供の見直し 〇 〇 〇

5 複数名訪問看護加算の見直し 〇 〇

6 訪問看護指示書の記載欄の見直し ※ ※ 〇

7 専門性の高い看護師による同行看護の見直し ※ 〇

8 専門性の高い看護師による訪問看護における専門的な管理の評価 ※ 〇 〇 〇

9 退院支援指導加算の見直し（退院日の長時間退院支援への加算） 〇 〇

10 訪問看護ターミナルケア療養費の見直し 〇 〇

11 遠隔死亡診断補助加算の追加 〇 〇 〇 〇

12 同一建物居住者に対する訪問看護に係る評価区分の見直し - 〇
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１．BCPの策定義務

➢介護保険におけるBCPの策定義務化に合わせて、診療報酬上も義務化。基本的に求められている内容は変わらない。

➢アンケート調査で、既にBCPを策定したと回答した訪問看護ステーションは、５．３％、作成中とあるものが10.3％となっており、未着手ないしは分からな

いと答えている先が８０％超となっている。

出所：中医協総 － １３ ． 1 １ ． ２ ６

【指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準】
（業務継続計画の策定等）

第二十二条の二 指定訪問看護事業者は、感染症及び非常災害
の発生時において、利用者に対する指定訪問看護の提供を継続
的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図
るための計画（以下この条において「業務継続計画」という。）を
策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければなら
ない。

２ 指定訪問看護事業者は、看護師等に対し、業務継続計画につ
いて周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しな
ければならない。

３ 指定訪問看護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行
い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

策定期限：2024年3月末
※介護保険と同様

内容 ：計画策定
職員への周知
必要な研修の実施
必要な訓練の実施
必要に応じた見直し
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２．複数の訪問看護STによる24時間体制の見直し

➢24時間体制を単独で維持することが困難な事業所について、２つの訪問看護ステーションによる連携によって加算を算定するケースについて、条件が

拡大。

出所：中医協総 － １３ ． 1 １ ． ２ ６

【24時間対応体制加算（訪問看護管理療養費）】
［算定要件］

２つの訪問看護ステーションが連携することによって24時間対応体制
加算を算定できる場合

•特別地域に所在する訪問看護ステーション
•医療を提供しているが医療資源の少ない地域に所在する訪問看護
ステーション
•業務継続計画を策定した上で自然災害等の発生に備えた地域の
相互支援ネットワークに参画している訪問看護ステーション

自然災害等の発生に備えた地域の相互支援ネットワークは次のいず
れにも該当するもの

ア 都道府県、市町村又は医療関係団体等（ウにおいて「都道府県
等」という。）が主催する事業

イ 自然災害や感染症等の発生により業務継続が困難な事態を想定
して整備された事業

ウ 都道府県等が当該事業の調整等を行う事務局を設置し、当該事
業に参画する訪問看護ステーション等の連絡先を管理している

ポイントは
①業務継続計画の策定
②相互支援ネットワークへの参画

• 実質、８８．３％が届出しているものの小規模事業所であるほど
届出が困難な実情。

• また、実質届出はしているものの「体制の維持」に困難してい
る事業所は潜在的に多数あるものと想定。

• 相互支援ネットワークは、「事業」としての実施や事務局設置
等が想定されており、私的な連携だけでは要件を満たしにくい。

• 実質的には地域の看護協会（ステーション協会）や医師会等
が主導となったネットワークが中心になるものと想定。
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３．機能強化型訪問看護STの点数改定／基準見直し

➢強化型１、２ともに点数が＋３００円となっている。

➢この他に「地域における人材育成」および「医療機関、訪問看護ST、住民等」に対する情報提供と相談の実施が追加されている。（実質90％以上が実施）

➢また、専門の研修を受けた看護師の配置が「望ましい」要件として追加されている。（現状強化型では、３３％の配置。上記の人材育成要件も、嘗ては「望ま

しい」要件であったことを踏まえると将来的に「必須要件」になっていくことが想定される。

出所：厚生労働省資料



202２ Copyright© NIHONKEIEI Co.,Ltd. All rights reserved. 16

３．機能強化型訪問看護STの点数改定／基準見直し

機能強化型訪問看護ステーションの要件判定フローチャート

出所：日本経営が作成

24
時
間
対
応
＋
休
日
・祝
日
対
応

通常型

常勤
看護職員数

機能強化
1

機能強化
2

機能強化
3

NO

7名～

看
護
師
比
率

60
％
以
上

10名/月

機能強化１・２を満たすターミナルケア／重症児の要件

居
宅
介
護o

r

特
定
相
談
支
援o

r

障
害
児
相
談
支
援

の
同
一
敷
地
内
設
置
＋
利
用
者
比
率
10
％
～

5名～7名

4名～5名

7名～/月

別表7の
患者など

別表7.8＋α
10名～(※2)

(※3)
・地域における人材育成要件②
・医療機関との共同要件を全て満たす

地
域
に
お
け
る
人
材
育
成
要
件

地
域
に
お
け
る
情
報
提
供
の
実
施
要
件

NONO

NO

NO

NO

NO
NO

YES YES

NONO

YES

YES

YES

YES YES 重症児（者)/常時・月

6人 5人 4人 3人 ~3人

ﾀｰﾐﾅﾙ
(年間)

20人 1 1 1 1 1

15~20人 1 1 1 2 2

10~15人 1

ﾀｰﾐﾅﾙ
(年間)

10~15人 1 2 2 2
3or通常

型

~10人 1 2
3or通常

型
3or通常

型
3or通常

型

YES

NO

YES YES

１に該当

２に該当

３or通常型に該当

YES

２に該当

必須要件
機能強化
１・２の条件
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人材育成のための研修とは・・・

2022/3/31
疑義解釈

機能強化型訪問看護管理療養費
１及び２の届出基準における「人材
育成 のための研修等」には、期間
や内容の基準はあるか。

期間や内容について一律の基準は設けていないが、内容
については、例えば、地域の訪問看護ステーションと連携し
た業務継続計画の策定、研修及び訓練の主催、

地域の医療従事者等に対する同行訪問による訪問看護
研修等が想定される。

なお、当該研修等については、ビデオ通話が可能な機器を
用いて実施しても差し支えない。

2022/3/31
疑義解釈

機能強化型訪問看護管理療養費
の届出基準における「専門の研
修」には、 具体的にはどのようなも
のがあるか。

① 日本看護協会の認定看護師教育課程
② 日本看護協会が認定している看護系大学院の専門看
護師教育課程
③ 日本精神科看護協会の精神科認定看護師教育課程
④ 特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大
臣が指定する指定研修機関において行われる研修

なお、①、②及び④については、それぞれいずれの分野及
び区分（領域別 パッケージ研修を含む。）の研修を受けた
場合であっても差し支えない。
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４．自治体等への情報提供の見直し／学校等への情報提供の見直し

➢情報提供療養費１、２の対象範囲が広がり、これまで15歳未満の児童に限定されていたものが１８歳未満の児童までに拡大。

➢これに伴い「高等学校」「中等教育学校の後期課程」「高等専門学校」まで対象が広がった。また情報提供書１においては、特定相談支援事業者や、

障害児相談支援事業者まで対象が広がっている。

➢いずれの事業所においても、「求めに応じて」提供する点は変わっていない。

➢また、当該利用者に対する医療的ケアの実施方法を変更した月については、点数の算定が可能となった。（これまでは入園／入学／転校等の契機の

み）
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５．複数名訪問看護加算の見直し

➢大きな変更点は、ハ・ニの同行者に、「看護師」が含まれたこと。

➢看護＋看護の組合せの場合、イで週1回の算定にせざるをえなかったが、「ハ」ないしは「ニ」の算定が可能となった。

組合せ 算定可能回数 算定対象 点数

イ ＋看護師 週1回 ①、②、③、④ 4,500円

ロ ＋准看護師 週1回 ①、②、③、④ 3,800円

ハ ＋看護補助者 週3回 ④、⑤、⑥ 3,000円

ニ ＋看護補助者 制限なし ①、②、③ 1日1回 3,000円
1日2回 6,000円
1日3回 10,000円

組合せ 算定可能回数 算定対象 点数

イ ＋看護師 週1回 ①、②、③、④ 4,500円

ロ ＋准看護師 週1回 ①、②、③、④ 3,800円

ハ ＋その他職員（看護師含む） 週3回 ④、⑤、⑥ 3,000円

ニ ＋その他職員（看護師含む） 制限なし ①、②、③ 1日1回 3,000円
1日2回 6,000円
1日3回 10,000円

算定対象

① 別表７

② 別表８

③ 特別訪問看護指示書

④ 暴力行為、著しい迷惑行為、

器物破損行為等が認めら

れる者

⑤ 利用者の身体的理由により

一人の看護師等による訪問

看護が困難と認められる者

⑥ その他利用者の状況等から

判断して、イからホまでのい

ずれ かに準ずると認められ

る者
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６．訪問看護指示書の記載欄の見直し →介護保険と同様となったのみなので説明割愛
７．専門性の高い看護師による同行看護の見直し

➢訪問看護療養費１，２の「ハ」に該当する「専門の研修を受けた看護師」の定義のうち、褥瘡ケア研修に、「特定行為研修」も追加

１ 訪問看護基本療養費(Ⅰ)
イ 保健師、助産師又は看護師による場合（ハを除く。）
(１) 週３日目まで 5,550円
(２) 週４日目以降 6,550円
ロ 准看護師による場合
(１) 週３日目まで 5,050円
(２) 週４日目以降 6,050円

ハ 悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケア
褥瘡ケア又は
人工肛門ケア及び
人工膀胱ケアに係る
専門の研修を受けた看護師による場合 12,850円

ニ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による場
合 5,550円

１ 訪問看護基本療養費(Ⅰ)
イ 保健師、助産師又は看護師による場合（ハを除く。）
(１) 週３日目まで 5,550円
(２) 週４日目以降 6,550円
ロ 准看護師による場合
(１) 週３日目まで 5,050円
(２) 週４日目以降 6,050円

ハ 悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケア
褥瘡ケア又は
人工肛門ケア及び
人工膀胱ケアに係る
専門の研修を受けた看護師による場合 12,850円

ニ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による場
合 5,550円

褥瘡ケアに係る専門の研修

• 国又は医療関係団体等が主催する研修であっ
て、必要な褥瘡等の創傷ケア知識・技術が習得
できる600時間以上の研修期間

褥瘡ケアに係る専門の研修

• 国又は医療関係団体等が主催する研修で
あって、必要な褥瘡等の創傷ケア知識・技術
が習得できる600時間以上の研修期間

• 特定行為研修（創傷管理関連）



202２ Copyright© NIHONKEIEI Co.,Ltd. All rights reserved. 21

８．専門性の高い看護師による訪問看護における専門的な管理の評価

➢専門の研修を受けた看護師が、専門的な管理を含む訪問看護を実施する場合の評価を新設する。

（新） 専門管理加算 2,500円（１月に１回）

［算定要件］
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの
緩和ケア、褥瘡ケア若し くは人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師
又は
特定行為研修を修了した看護師が、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合には、所定額に加算する。

［算定対象］
イ 緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が計画的な管理を行った場合
・悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を行っている利用者
・真皮を越える褥瘡の状態にある利用者
・ 人工肛門若しくは人工膀胱を造設している者で管理が困難な利用者

ロ 特定行為研修を修了した看護師が計画的な管理を行った場合
・手順書加算を算定する利用者

※手順書加算対象の特定行為（全38項目のうち、以下の９項目）
• 気管カニューレの交換
• 胃ろうカテーテル若しくは
• 腸ろうカテーテル又は
• 胃ろうボタンの交換、
• 膀胱ろうカテーテルの交換、
• 褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去
• 創傷に対する陰圧閉鎖療法
• 持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整
• 脱水症状に対する輸液による補正
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８．専門性の高い看護師による訪問看護における専門的な管理の評価
特定行為研修の内容
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専門管理加算に関する疑義解釈①

➢専門管理加算のイの場合において求める看護師の「緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門及び人工膀胱ケアに係る専門の研修」には、具体的にはそれぞれど

のようなものがあるか。

区分 区分② 2022/3/31時点の該当する研修

専門管理加算
のイ

褥瘡ケア 日本看護協会の認定看護師教育課程「皮膚・排泄 ケア」

緩和ケア 日本看護協会の認定看護師教育課程「緩和ケア※」、「乳がん看
護」、「が ん放射線療法看護」及び「がん薬物療法看護※」

日本看護協会が認定している看護系大学院の「がん看護」の専門
看護 師教育課程

人工肛門及び人工膀胱
ケア

日本看護協会の認定看護師教 育課程「皮膚・排泄ケア」

専門管理加算
のロ

特定行為のうち訪問 看
護において専門の管理
を必要とするものに係る
研修

指定 する指定研修機関における
「呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連」
「ろう孔管理関連」
「創傷 管理関連」
「栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連」

「在宅・慢性期領域パッケージ研修」
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専門管理加算に関する疑義解釈①

根拠資料 質問 回答内容

2022/3/31
疑義解釈

複数の訪問看護ステーション等から指定訪問看護を
受けている利用者に対して、

現に指定訪問看護（訪問看護基本療養費(Ⅰ)のハ
及び訪問看護 基本療養費(Ⅱ)のハを除く。）を実施
している訪問看護ステーションの専門の研修を受けた
看護師が、他の訪問看護ステーション等の専門の研
修を受けていない看護師又は准看護師と共同して同
一日に指定訪問看護を実施した場合、訪問看護基
本療養費(Ⅰ)のハ及び訪問看護基本療養費(Ⅱ)の
ハは算定可能か。

算定不可
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９．退院支援指導加算の見直し（退院日の長時間退院支援への加算）
１０．訪問看護ターミナルケア療養費の見直し

➢退院日の長時間訪問、また退院直後のターミナルケア等について、退院支援指導加算の取り扱いがアップデートされている。

➢退院日の報酬算定が実態を反映したものになった。

【退院支援指導加算】 ※長時間加算が新規追加

（中略）退院日に当該保険医療機関以外におい て療養上必要な指導を行ったときには、退院支援指導加算として、 退院日の
翌日以降初日の指定訪問看護が行われた際に6,000円 （区分番号０１の注10に規定する別に厚生労働大臣が定める長時
間の訪問を要する者に対し、長時間にわたる療養上必要な指導を行ったときにあっては、8,400円）を加算する。

※区分番号01の注10
長時間（90分以上）の訪問看護を要する利用者であって、次のいずれかに該当するもの
・ 15歳未満の超重症児又は準超重症児
・ 特掲診療料の施設基準等別表第８に掲げる者
・ 特別訪問看護指示書又は精神科特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている者

【訪問看護ターミナルケア療養費】 ※退院支援指導加算による退院当日の訪問も「2回」の訪問に含む

（中略）死亡した利用者に対して、その主治医の指示により、その死亡日及び死亡日前14日以内に、２回以上指定訪問看護
（区分番号０２の注７に規定する退院支援指導加算の算定に係る療養上必要な指導を含む。）を実施（中略）
※１回を退院支援指導加算とする場合は、退院日にターミナルケアに係る療養上必要な指導を行っていること。
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９．退院支援指導加算の見直し（退院日の長時間退院支援への加算）
算定日

➢月のはじめに入院先医療機関で、退院調整を実施し、週末に退院し退院日訪問、その後2週間は特別訪問看護指示書にて連日訪問し

た場合。

➢それぞれについて、実施日と算定日が必ずしも同日ではないことに注意。

日 月 火 水 木 金 土

1W
退院調
整

退院日
〇

2W
訪問
〇

〇 〇 〇 〇

3W 〇 〇 〇 〇 〇 〇

4W 〇 〇 〇

• 退院時共同指導の「実施」
• 退院時共同指導の記録と書
類の提供が必要

• 退院日当日の訪問があった
場合に、退院支援指導の「実
施」

• 別表7、８、あるいは退院当日
の訪問が必要であると認め
られた者

• 長時間の訪問(90分）を超え
る場合に、長時間加算。

• ただし「准看護師」の訪問で
は算定不可

• 退院時共同指導加算の「算定」
• 退院支援指導加算の「算定」
（場合によって、長時間加算の算定）
• 訪問看護管理療養費の「月の初
日」分の算定

• 訪問看護基本療養費の「算定（週
3日）」

• 訪問看護管理療養費の「月の2
日以降」分の算定

• 訪問看護基本療養費の「算定
（週４日」
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１１．ターミナルケア療養費 遠隔死亡診断補助加算の追加

➢遠隔死亡診断については、令和2年度に年間187件の算定実績があったが、看護側の体制が評価されていなかった点が改善された。

（新） 遠隔死亡診断補助加算 1,500円

［算定要件］
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの情報通信機器を用いた在宅での看取りに
係る研修を受けた看護師が、医科点数表の区分番号Ｃ００１の注８（区分番号Ｃ００１－２の注６の規定により準用する場合を含む。）に規定する死亡診断加
算を算定する利用者（別に厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に限る。）について、その主治医の指示に基づき、情報通信機器を用いて医師の
死亡診断の補助を行った場合は、遠隔死亡診断補助加算として、所定額に加算する。

①座学(e‐learning受講)

講義 60分 「わが国の死因究明制度」

講義 90分 「法医学に関する一般的事項① ・死因論 ・内因性急死」

講義 90分 「法医学に関する一般的事項② ・外因死」

講義 60分 「法医学と看護」

講義 40分
「ICTを利用した死亡診断等の制度を活用する利用者・家族に対する意思決定
支援～死亡前から死亡後に至る利用者・家族への接し方～」

②会場での受講

講義＋演習 180分
「実際に使用する機器を用いた医師との情報伝達のシミュレーション－死亡確認
後の説明と死亡診断書の交付の仕方－」
※DVD視聴後シミュレーション実践

演習 60分
ICTを利用した死亡診断等の制度を活用する利用者・家族に対する意思決定支
援（ロールプレイ）

総合討論 40分 ICTを利用した死亡診断に関する在宅看取りの実践についての意見交換

閉会挨拶・事務連
絡

30分 閉会挨拶・実地研修、修了証交付の手続き等に関する説明、アンケート記入

③実地研修

２体以上の死体検案または解剖への立ち会い（但し、死体検案又は解剖への立ち会いが困難な状況にあることに鑑
み、当面の間、代替講義受講により、1体しか立ち会えない場合であっても研修を履修したものとみなされます。）

※日本医師会によるプログラム（参考）

質問 根拠資料 回答内容

遠隔死亡診断補助
加算の届出基準にお
いて求める看護師の
「情報通信機器を用
いた在宅での看取り
に係る研修」には、具
体的にはどのような
も のがあるか。

2022/3/31
疑義解釈

現時点では、厚生労
働省「在宅看取りに関
する研修事業」（平成
29～31 年度）及び
「ICT を活用した在宅
看取りに関する研修
推進事業」（令和２年
度 ～）により実施され
ている研修が該当す
る。
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2022年診療報酬改定を踏まえ予測できる５つの領域

➢今回の改定自体は、それほど大きな変更事項はないものの、それぞれの項目から以下の５つの領域の論点が想起される。

➢それぞれにどのような対策を講じていくか？

１．資本集約・統合・連携

２．サービスの選択と集中・複合

３．在宅医からのタスクシフト
介護職へのタスクシフト

４．200床未満病院の在宅進出

５．間接業務のタスクシフト
デジタルシフト

• 24時間体制を無理なく継続できる体制、専門性の強化等が求められる中、看護師の在籍数
や教育体制を確保できる組織体制、資本力、経済性が不可欠となる。

• 単一の法人に集約されていくケースと、地域の事業者が連携（資本を共有する）するケース
のいずれかのパターンが予測される。

• 競合が多数ある中で、地域によってはサービスが飽和状態となってきている。
• サービスの選択と集中により、「専門性」「特徴」を明らかにしていかなければ、市場から「選
ばれない状態＝利用者の紹介が無い」に陥る可能性がある。

• 特定行為に代表されるように、在宅医の業務の一部が看護師にタスクシフトされてきている。
• 24時間対応が可能な在宅医が不足する地域においては、看護師へのタスクシフトの潜在的
需要は大きく更に推進される可能性が高い。

• 特定行為等の教育体制の具備と共に、医師との信頼関係の醸成が更に強く求められる。

• 病院併設の訪問看護ステーションは一時的に営利法人率に数で押されているが、入院医療
の施設基準の厳格化に伴い、結果的に在宅医療へのシフトが進み、今後算入数が増加する
ものと想定される。

• その環境下でも「選ばれる」サービス提供が求められる。

• 資本集約・統合等による大規模化に伴い間接業務や書類業務が増加する。アナログ処理か
ら脱却しデジタルシフト（電子記録等）出来るか、また直接本業に影響のない業務の外注化
（アウトソーシング）等を進めておかなければ、拡大自体が困難になる。
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１．資本集約と統合

➢単一の法人で事業を継続していくことが難しい状況を想定し、さまざまなレベルでの集約・統合・連携を準備する。

➢災害時以外の通常時においても集約・統合・連携が出来る領域がないかを確認しておく。

規模と経営効率の関係

黒字, 

79

赤字, 
69

60

65

70

75

80

85

訪問件数

52% 36%
26%

15%
0%

80%

黒字or赤字（訪問件数/人）

※出所：訪問看護ステーション経営概況緊急調査報告書

赤字事業所の割合

１．資本集約・統合・連携

人の統合
教育体制の統合

資本の統合

システムの統合

物品／購買の統合

機能の統合・連携

• 教育体制を共有する
• 人員を共有する（24時間連携）
• 専門スタッフが兼任する

• 法人自体を合併する（M＆A）
• 事業を譲渡する

• 業務の進め方、様式等を共通化する
• 共同事務処理施設を運営する

• 共同で事務所を利用する
• 同じシステムを利用する
• 共同購買／医療機器の共同利用をする

• 24時間体制を協働する
• 専門に応じて地域で分業する
• 複数ステーションで介入する
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比較的自由にサービス内容を決められるため様々なサービスが展開。同じ訪問看護の名称でもサービス内容が異なる。

大区分 小区分 件数 概要（※すべての事業所が下記に当てはまる訳ではありません）

オールラウンダータイプ 看護中心型 中程度
• 医療法人等に多く、特に症例を限定せずに対応する。比較的小規
模の事業所が多い。

看護＋リハ型 多
• 営利法人等に多く、7：3程度の比率で看護が多い。幅広いニーズ
に対応出来、経営上も安定しやすいため、スタッフ数は5名以上の
ケースが多い。

専門領域強化タイプ ターミナル強化／緩和型 少
• 医療法人や協会、一部の営利法人で実施。看護師が中心となって
いる。オンコール対応が必須となるため、看護師人員は比較的多い。

精神科強化
増加傾
向

• 精神科系CLやHP、また近年は営利法人で実施するケースもあり
上場企業もあった。比較的小規模（5名以下）で運営されるケース
多い。

小児科強化 少
• 小児科系CL併設などのケースもあるが、事業所数は圧倒的に数
は少なく、訪問範囲が広くなりやすいのが特徴。

リハビリ強化≒訪問リハ 多
• 営利法人に多く、実質的に訪問リハビリ化しており、2：8程度の比
率で看護師が少ないケースも。保険制度上、厳しい改定が続いて
おり、上記のオールラウンダー型に転換を図る傾向。

障害強化／嚥下強化／呼吸器特
化など

少
• 更に専門領域を特化させたタイプも出始めているが、まだまだ少数
派である。

施設中心タイプ
増加傾
向

• ホスピス型住宅、ナーシングホームといった高齢者住宅に併設され
るタイプで実質有料老人ホームの勤務に近い。近年急増している。
医療供給量が多く、在宅よりは療養型病院に近いものも。

保険外中心タイプ 少
• 外出や旅行等の付き添い、あるいは24時間のプライベート看護等
の保険外ニーズに特化した事業所も。

２．サービスの選択と集中
オールラウンダータイプが中心であったが、どのような「カラー」を持つか？
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３．在宅医からのタスクシフト、介護職へのタスクシフト

（参考）地域包括ケアを支える各人材の役割分担（将来像）

✓ 介護職が介護、看護師が看護業務をしているだけでは、「人手」が足りない。

✓ 介護職も看護業務の一部（吸引、服薬管理、経管栄養、リハビリ）等を担うようになり、看護・リハビリはその「指導」「ｱｾｽﾒﾝﾄ」 を担うスーパーバイザー役

が期待されている。

出典：地域包括ケア研究会報告書（H22年4月6日）

現在 2025年

医師
・定期的な訪問診療 ・在宅医療開始時の指導

・急変時対応、看取り ・急変時の対応・指示、看取り

看護師
・診療の補助（医行為） ・病状観察

・療養上の世話 ・夜間を含む急変時の対応、看取り

PT・OT・ST
・リハビリテーション実施 ・リハビリテーションのアセスメント・計画作成

・困難ケースを中心にリハビリテーションの実施

介
護
職
員

・身体介護

介護福祉士 ・身体介護 ・身体介護と一体的に行う家事援助

・家事援助 ・認知症を有する高齢者等の生活障害に対する支援

・要介護者に対する基礎的な医療的ケアの実施
※服薬管理、経管栄養、吸引など

・日常生活における生活機能の維持・向上のための支援（機能訓練等）

・他の介護職員に対する認知症ケアのスーパーバイズ・助言

介護福祉士以外 ・身体介護 ・身体介護

・家事援助 ・身体介護と一体的に行う家事援助

・認知症を有する高齢者等の生活障害に対する支援

日常生活の支援
（民間事業者・NPO等）

・配食 ・家事援助、配食

・日々の移動の手伝い ・日々の移動の手伝い

・レクリエーション ・レクリエーション
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３．在宅医からのタスクシフト、介護職へのタスクシフト
現状のオンライン診療のイメージ

➢オンライン診療の可能性が広がりつつあり、遠隔地での医療提供や健康観察等にもICTやテクノロジーを利活用したモデルが必要

➢どのような仕組みとポジションに立ち地域を支えるか？を検討するフェーズに入ってきている。

在宅クリニック
病院

患者（自宅） 介護施設

訪問看護等

調剤薬局

オンライン診療
訪問診療

（D to P）

オンライン診療
（D to P with N）

電子処方箋
カンファレンス

オンライン
カンファレンス

服薬指導等の実施
（現状では不可）

オンライン
カンファレンス
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４．200床未満病院の在宅進出

199床未満の病院が、訪問看護要員の増員を検討

• 法人としてなんらかの形で訪問看護機能を有しているのは、200～299床の病院がもっとも多く、次いで100～199床、300～399床

となっている。

• 今後、訪問看護要員の増員を検討している病院の半数以上が、199床未満の病院であった。

• また、その中では「後方支援病院(という認識）」よりも、「幅広く地域のニーズに対応するという役割」の病院の拡大意向が見られた。

• 病院側も「直営」での訪問看護ステーション設置を検討するケースが増えてきている中、どのようなニーズに応えるか？

出所：日本看護協会「病院看護実態調査」（2018）
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５．間接業務のタスクシフト／デジタルシフト
職員1人あたりの訪問件数の目標

➢日々の仕事と直結している指標としては、1人あたりの訪問件数が目標値としては分かりやすい。

➢1日あたり、月あたりの訪問件数を目標値として掲げ、その実現手段を検討していくことで現在の運営上の課題が解消されていく。

➢その上では、①必達の目標値、②努力目標値、③希望目標値などがあると良い。

希望目標(利益20％）

1人あたり90訪問努力目標(利益15%）

1人あたり85訪問必達目標(利益10％)
1人あたり80訪問

■職員1人あたりの訪問件数と利益目標のイメージ

・事業が継続できる ・事業が継続できる
・職員への還元or小さな投資

・事業が継続できる
・職員への還元or小さな投資
・将来の大きな投資への貯蓄
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５．間接業務のタスクシフト／デジタルシフト
その仕事、皆さんが実施する以外の方法があるのでは？？

レセプトチェック月末・月初業務

報告書・計画書の作成・郵
送、利用者合意

実績管理表

契約処理
初回アセスメント

レーンの管理
週間スケジュール調整

労務管理
勤怠管理のチェック

残業時間計算、有給計算

社会保険管理

経理処理 経費精算

契約書の製本

アセスメント、初回訪問

• 職員にチェックの観点をマニュアル化して伝える
• 場合によっては「外注」も可能な業者もあり。

• 郵送でないとマズイもの、FAXやメールでも構わないもの
• 郵送処理を外注受けしてくれる業者も・・・
• 日々日々のチェックを各スタッフが実施できるようにICT化、
マニュアル化

• 利用者の同意（サイン）は電子的方法でも可能

• 契約書と重説を一本化してしまう。
• 電子契約書にして、書く場所を簡略化したり保管場所を削減

• マニュアル化したり、介護保険・医療保険の場合で対応者
を変える

• ICT化して、データを社労士事務所に送れば済む形に
• シフト作成も、ICTで勤務希望を受け付け集約できる形に
• 社労士事務所に内容を理解していただき、データを投げる
だけで済む形に

• クラウド会計システムの導入、クレジットカード決済
• レシートを写真でとれば、自動でデータ化
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1. 2022年診療報酬改定の内容と考え方
2. BCP（事業継続計画）の策定と活用
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BCPとは・・・業務継続に向けた取り組み

➢感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、事業

継続計画の策定が求められている。

B

C

P

Business  （業務）

Continuity （継続）

Plan （計画）

自然災害

感染症

その他有事
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運営基準上求められてくること

➢各事業所単位でのBCPが必要とされている。つまり緊急事態において、「動ける計画」であることが重要であり、現場での運用が想定されてい

ない、あるいは抽象性の高い計画では意味がない。

➢同時に、「本部」としての動き方は異なってくるため、義務付けられてはいないものの実質的には「本部／法人」としてのものも必要となる。

➢なお、計画についてはある程度は法人単位で重複する部分もあるが、提供サービスや地域、スタッフが異なるため事業所単位で設定をせざるを

得ない部分がある、この点は事前にどのような設計にするのかを確認しておく必要がある。

本部

事業所A 事業所B 事業所C

訪問看護 居宅

１．作成

２．研修

３．訓練

法人単位

事業単位

事業所単位
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自然災害BCPと感染症BCPとの違い

BCPにおいて求められる内容

➢以下のような内容がBCPの掲載必要事項とされているが、自然災害がある程度「影響が見通しやすく対策が立てやすい」一方で、突発性

が高いこと。感染症が「影響が見通しにくく対策に不確実性がある」一方で、段階的な準備が可能な点が特徴として挙げられる。

出典：厚労省 「障害福祉サービス等事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の事業継続ガイドライン」

地震（自然災害） 新型コロナウイルス感染症等（感染症）

事業継続の方針
できる限りの事業の継続・早期復旧を図る。
最低限の業務を継続しつつ、早期・段階的な復旧を目指す。

〇感染リスク、社会的責任、経営面を勘案し、事業継続のレベル
を決める。
〇正確な情報を基に的確に判断する。

被害の対象
〇主として、施設・設備等、社会インフラへの被害が大きい。
〇業務継続は設備や人の調整等、問題が多岐にわたる

〇主として、「人」 への健康被害が大きい。
〇業務継続は、主に人の調整の問題。

被害の期間 過去の事例等からある程度の影響想定が可能。
長期化すると考えられるが、不確実性が高く影響予測が困難。
感染流行の経過を勘案した対応が必要。

影響範囲
被害が局地的であることが多い。
代替施設での操業や取引事業者間の補完が比較的

被害が国内全域、全世界的となる。
代替施設での操業や取引事業者間の補完が不確実。

災害発生と被害制御
主に兆候がなく突発する。被害規模は事後の制御不可能。
事前の減災対策が重要

海外で発生した場合、国内発生までの間に準備が可能。
被害規模は感染対策により左右される。
職員／利用者の感染防止策が重要
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BCP

自然災害のBCP 防災計画と何が違うのか

➢BCPは防災計画の内容を含むものではあるが、より「事業の継続／復旧」にフォーカスが当てられた経営計画の一部であるという事が出

来る。

防災計画 ＢＣＰ

主な目的
・身体、生命の安全確保
・物的被害の軽減

・身体、生命の安全確保に加え、
優先的に継続、復旧すべき重要業務の継続または早期復旧

考慮すべき事象 ・拠点がある地域で発生することが想定される災害 ・自社の事業中断の原因となり得るあらゆる発生事象

重要視される事象

・以下を最小限にすること
「死傷者数」
「損害額」
・従業員等の安否を確認し、被害者を救助・支援すること
・被害を受けた拠点を早期復旧すること

・左記に加え、以下を含む
重要業務の目標復旧期間・目標復旧レベルを達成すること
・経営及び利害関係者への影響を許容範囲内に抑えること
・利益を確保し企業として生き残ること

活動、対策の検討範
囲

・自社の拠点ごと
・全社的（拠点横断的）
・協業関係にある主体（委託先、調達先、供給先）

防災計画短期・拠点単位の被害軽減／回避 中期・全社単位の復旧／継続計画
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感染マニュアルとBCPは何が違うのか？

➢BCPと感染対策マニュアルの相違点は、自然災害と同様に 「事業の継続／復旧」にフォーカスが当てられている点である。

➢このため、「誰が」「いつ」「どのように」「どうやって」「どの程度」「どの」業務を継続するかの整理が重要になる。

対象時期 内容 感染対策マニュアル BCP

通常時

ウイルスの特徴 ◎ △
感染予防対策（手指消毒の方法、ガウンテクニック等） ◎ △
健康管理の方法 ◎ △
体制の整備・担当者の決定 △ ◎
連絡先の整理 △ ◎
研修・訓練 ○ ◎
備蓄 ○ ◎

感染発生
時

情報共有・情報発信 ○ ◎
感染拡大防止対策（消毒、ゾーニング方法等） ◎ △
ケアの方法 ◎ △
職員の確保 ○ ◎
業務の優先順位の整理 × ◎
労務管理 × ◎
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参考：事業継続計画の設定 業務復旧の考え方

➢災害発生時、感染症流行による緊急状況において、業務継続に支障が出た場合、復旧にかかる時間的・人的投下プロセスは大きく異

なる。

➢感染症発生における業務復旧は、比較的長期間の業務縮小等を余儀なくされることが起こりうる。

出所：厚生労働省「介護施設・事業所における新型コロナウイルス発生時の業務継続ガイドライン」

事故や自然災害発生時の業務回復のイメージ 感染発生による業務回復のイメージ
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③

• 安否確認、避難誘導
• 連絡対応、感染対策（防護具着用・ゾーニング等）
• 感染者対応等（平時には行わない業務）

業
務
量

BCP策定により復旧をスムーズに、突発性の業務発生量を減らす。

① 安否確認、避難誘導／感染対策、感染（疑い）者、濃厚接触者の対応等による通常業務以外の業務による業務量の増加

② 職員の不足、インフラ停止による作業の増加、業務量過多による職員への負担の増加等の悪循環などの問題を回避することがで

きる。

突発性の問題が発生すると、現場が混乱し必要以上の業務量の増加も想定される。あらかじめ対応ルールの骨子を定めておくことで

業務の発生量を一定程度コントロールが可能となり、本来集中すべき業務にあたれる可能性が高まる。

BCPが無い時

BCPがある時

発
生
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BCP作成の一般的な手順

➢以下のような手順に沿ってBCPを作成する。

➢作成段階においてスタッフにも策定メンバーとして携わってもらい、情報を共有していくことが肝要

１．基本方針の設計 ２．重要業務・事業の選定 ３．事前対策の検討 ４．BCPの設計

１．基本方針の設計

✓ 対象とする災害・感染症
等のﾘｽﾄｱｯﾌﾟ

✓ 災害や感染症等から派
生する緊急事態の想定

✓ BCPの推進体制（メン
バー選定・決定プロセ
ス）

✓ スタッフ保障の基本方針
等の決定

✓ 利用者サービス提供の
基本方針の設計

２．重要業務・事業の選定

✓ 災害や感染症等が発生
した際に、優先して継続
すべき事業・対象者・対
象サービスの選定

✓ 優先的にどの業務を継
続・復旧させるのか

✓ 継続・復旧に必要なため
の資源（リソースの把握）

✓ 目標復旧時間等の設定

3．事前対策の検討

✓ 事業継続のための代替
策の検討（他事業所、他
法人等からのヘルプ等の
想定）

✓ 事前対策（備品の準備、
感染症対策、連絡先等の
整備ほか）

✓ ハード面・ソフト面双方の
対応方針・対策、予防方
法等の整理

4. BCPの設計

✓ BCPの発動基準の設計
✓ 事業継続・復旧にかかる
ための情報の整理とマ
ニュアル、指針書等の作
成

✓ マニュアル・指針等の周
知および、状況に応じた
訓練等の実施

利用者とスタッフを守るため
の計画であり、組織全体とし
ての取組みであることを発
信する。

組織として最も重視すること
は何なのか、その継続の為
にはどのような資源が必要
なのかを共有する。

実現のための具体策を講じ
る。またその為に必要な経費
や経済活動等についても把
握する。

具体化したものを、組織の
共通知にするために、周知
徹底し、定期的な研修・訓練
等で浸透を図る。
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BCPの多重構造

➢今回の介護保険制度改定、診療報酬改定において求められているのは、以下でいうと「機関型BCP」ではあるが、居宅サービスは全般

的に利用者に複数事業所が関わっており、また１事業所のサイズも小さい事から、「連携型BCP」、「地域包括BCP」の発想で、考えて

おかなければならない。

出所：日本能率協会研究所「地域における中小規模の訪問看護事業所の機能強化および事業所間連携の推進に関する事業」

（老人保健事業推進費等補助金 ２０２２）を参考に作成

地域包括BCP
（その他の医療介護・地域の社会インフラの相互連携）

連携型BCP
（訪問看護事業所間の相互連携）

機関型BCP
（自施設をどうする？）

運営規定上で求められているのはココだが…
現実的には、感染症／自然災害の場合には
ココも必要になり・・・

利用者の安否確認や生活支援を考え
ると、居宅ケアはココを考えない訳
にはいかない・・・
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意見交換

「BCPを考えるうえで、地域の連携として重要だと感じていること」

（15分ワーク＋5分発表）

①ブレイクアウトセッションにより指定されたルームに移動します。

（一定時間経過後に、メインルームに戻ってきます）

②簡単な自己紹介（お名前、ご所属）をお話いただいたあと、

上記テーマについて、1人2分程度お話ください。

※司会（およびタイムキーパー）は、五十音順で「あ」から一番近い方にお願いします。

※司会の方は、１）話す順番の促し ２）残り〇〇分といった時間管理 をお願いします。

※発表者を決めてください。五十音順で「あ」から二番目に近い方にお願いします。

③時間を事前にお伝えしますので、その時間までに皆さんの意見交換を

終えるようにしてください。

④どのようなお話があったかを、簡単にまとめて頂き、数チーム発表を頂きます。
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（１）自然災害のBCPの組み立て方
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リスクコントロール・リスクマネジメントの基本的な考え方

➢リスクをマネジメント（管理）するには、それぞれのリスクがどの程度の影響を与える可能性があるのかを、影響の大きさ×発生頻度で評価

する。対応の優先順位をつけるためにも、以下のような整理が必要。

➢特に訪問看護事業所においては、右図の赤で示したような事案が優先順位の高い項目と言える。

影
響
の
大
き
さ

影響度
(大)

不正請求
政治的ﾘｽｸ

自然災害
医療事故

感染症
流行

情報漏洩

影響度
(中)

交通事故

影響度
(小)

発生頻度
(低)

発生頻度
(中)

発生頻度
(高)

発生頻度のレベル

リスク評価 ＝ 影響の大きさ × 発生頻度リスク対応の基本
的な考え方

リスク対応

リスク回避：やらない

リスクテイク：ﾘｽｸ管理しなが
ら実施

リスク源の除去：潜在的な原
因を除去

発生頻度の低下

結果の変更：結末をコント
ロールする

リスク共有／分散：保険への
加入

リスク保有：損失等を受容す
ること

リスクファイナンシングリスクコントロール

リスク評価・分析

リスクの特定

リスクの再評価
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リスクコントロール・リスクマネジメントの基本的な考え方

• 例えば・・・運転時の車両事故を一番確実に回避する方法は、「運転しないこと」である。

• しかし現実問題として、それが無ければ業務が成立しない場合もある。

• そのためにリスク減の除去、発生頻度の低下を進める施策を講じる

リスクコントロール

リスク回避：やらない

リスクテイク：リスク管理しながら実施

リスク源の除去：潜在的な原因を除去

発生頻度の低下

結果の変更：結末をコントロールする

車をそもそも運転しない

-

• ドライブテクニックの問題：運転免許の取得後●●年経過してお
り、違反点数が過去●●年で●●回以下の場合は運転可とす
る。（あるいは●●の場合は、業務上の運転を許可しない）

• 深夜のオンコール時の訪問は車両事故の危険性が高まるため、
利用者の事前の了解（契約時）を得た上で、タクシ―などの利
用も選択肢に入れる。

• 時間に余裕のある訪問スケジュールを組む。

例示
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BCPに盛り込む必要がある要点（自然災害）

➢主に「総論」「平常時の対応」「緊急時の対応」「他施設との連携」「地域との連携」等の視点について、明記しておく必要があります。

出所：厚生労働省「自然災害発生時のガイドライン」

（https://www.mhlw.go.jp/content/000749543.pdf）

①

②

③

④
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どのような内容を検討しておく必要があるか？

➢大きく分けて、利用者、組織体制、そして物的資源・財務資源についての対応などを考慮しておく必要がある。

災害発生

利用者対応

組織対応

物的・財務的
資源対応

設備点検

備蓄品

連絡票

指揮命令系統

安全管理
防災教育

連絡票

安否確認方法

サービス提供
個別計画

資金手当
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①リスクの分析・評価

➢地震、火事、風水害等の影響が一般的な予想災害。

➢それによって引き起こされる被害としては、交通被害（幹線道路は、緊急車両以外通行止め。建物の倒壊のため、自転車や歩行での移動も困難にな

る可能性あり。）や、ライフライン（上水道・電気・ガス・通信電波）への影響などである。

➢特に訪問看護の業務においては、交通被害により訪問自体が困難になること（出勤困難、出勤出来ても移動困難）や、ライフライン断絶により情報連

絡が困難になること、また利用者の自宅での生活継続が困難となった際に個別の対応を確認する必要が発生することなどが想定される。

状況 影響のある事項

電力 停電 電気機器の使用停止 PC等の充電不能 固定電話が

使用不可

水道 不通 飲料水の使用不可 生活用水（トイレ等）の使用不可

通信電波 不通 インターネットの使用不可、電話の使用不可

当日 2日

目

3日

目

4日

目

5日

目

6日

目

7日

目

8日

目

9日

目

電力 自家発電を使

用

復旧

飲料水 備蓄を使用 再調達

生活用水 備蓄を使用 再調達

携帯電話 代替品を使用

通信電波 代替品を使用 通信機器の復旧・再調達
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①リスクの分析・評価 自然災害への対応｜想定される被害

➢例えば自然災害の発生による、ライフライン（電気、ガス、水道、通信等）への影響が、生活にどのような影響を与えるか？

➢夏場であれば電気の停止が空調機器への影響は熱中症のリスクを高め、冷蔵庫の停止により食料保存にも影響を与える。

➢通信機器の遮断は、利用者（家族）との連絡はもとより、スタッフ間の連携も困難にする。

電気 ガス 水道 通信

ライフラインの停止

自然災害発生

・照明

・エレベーター

・空調機器

・冷蔵庫

・医療機器

・各種システム

・給湯の使用

・調理

・入浴

・トイレ

・入浴

・調理・食事

・洗濯

・清掃

・家族への連絡

・行政への連絡

・スタッフ間の連絡

・他機関への連絡

・請求対応

・事務業務
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①リスクの分析・評価
各種ライフラインへの影響度合い

➢復旧スピードが最も速かったのは電気。概ね普及が２日、１００％復旧が１０日を要した。

➢電力供給源（発電所）の被害により、電力の復旧に阪神淡路大震災以上に時間を要している。

出所：「阪神・淡路大震災と東日本大震災の比較」

（http://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/h23/bousai2011/html/hyo/hyo013.htm）

出所：岐阜大学「東日本大震災におけるライフライン復旧概況（時系列編）」

（https://committees.jsce.or.jp/2011quake/system/files/110603-ver3.pdf）より。

電気 水道 ガス

復旧（約100%） 10日 40日 35日

概ね復旧（約70%） 2日 15日 30日

東日本大震災の場合

項目 詳細

発生日時 2011年3月11日 14:46

地震型 海溝型

被災地 農林水産地域中心

被害の特徴 大津波により、沿岸部で甚大な被害が発生。多数の地区が壊滅

http://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/h23/bousai2011/html/hyo/hyo013.htm
https://committees.jsce.or.jp/2011quake/system/files/110603-ver3.pdf
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①優先業務の選定

➢そすべての事象に１００％対応することは困難であるため、それぞれのタイミングにおける優先業務を整理する。

➢利用者の情報把握⇒必要者（重傷者）に応じた対応など、事業所として対応すべき業務を明らかにする。
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①優先業務の選定

➢業務の基本方針を定めた上で、A～Dに区分し、対応を考えておく

参考：厚生労働省「介護施設・事業所における業務継続計画（BCP）作成支援に関する研修」

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html）

分類名称 定義 業務例

A継続業務
優先的に継続する業務

通常と同様に継続すべき業務

・継続的な医療的ケア

・服薬管理、処置等

B追加業務
災害復旧、事業継続の観点から

新たに発生する業務

【インフラ対策】

・移動手段、移動用燃料の確保。

・衛生材料等の調達。

・電気を要する医療機器を使用している利用者の対処

・通信手段、記録手段等の確保。

【人員対策】

・出勤者の確保、シフト調整

・応援者の手配、教育

C 削減業務
規模、頻度を減らすことが

可能な業務

・リハビリテーション

・入浴介助→清拭等への変更

・精神科訪問等

・口腔ケア 等

D休止業務 上記以外の業務 ・A～D以外の業務
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②平常時の対応 考えておくべき視点

➢事前に以下のような内容について、対応方針を決定しておく。

➢人的資源、物的資源、財務資源、そして利用者の対応について情報を整理しておく。

分類 分類② 内容

人的資源 指示命令系統 責任者は誰か？不在の場合の代行者は誰か？

避難場所 事業所内外での避難場所や避難方法

職員個別の問題の把握 公共交通機関が止まった時、道路が交通止め等

緊急連絡／安否確認の方法 職員の安否確認の方法、連絡方法、安否確認のタイミング

参集基準 参集する基準／しなくてもよい基準などの決定

シフト調整 出勤状況の想定、出勤割合の調整

労務管理 給与補償、災害時の欠勤、危険業務対応等

物的資源 建物 建物、PC、カルテ庫、本棚、金庫等の対策、風水害対策

インフラ・物品 水道、電気が止まった時の対応。備蓄品

移動手段 社用車が使えない場合、自転車が使用できない場合

通信手段 公衆電話、無線、バッテリー供給等の検討

備蓄 飲料水、トイレ、食事、医薬品、衛生材料等

財務資源 資金手当（給与、光熱水費等）、入金と支払いサイト

情報資源 職員の連絡先一覧

利用者 問題の把握 独居高齢者の場合、利用者所在が変わった時

安否確認方法 個別の支援計画や、安否確認方法、個別に必要な資材等

災害時のｻｰﾋﾞｽ提供の取り決め 契約時に取り決めはしてあるか。
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②平常時の対応 災害対策備品の準備

➢事業提供時間帯に被災した場合、従業員は事務所内外での対処を余儀なくされる。

➢事務所に戻らざるを得ない状況を想定し、必要な備品を以下のようにリストとして整理し、備蓄を進めておく。

➢備蓄は劣化するため、一定期間経過時にメンテナンス（入替）を担当する担当者を決めておく。

品名 数量 消費期限 保管場所 メンテナンス担当

飲料水 30本 20240401 事業所階段下 災害対策チーム

ポリタンク 6つ 〇年〇月購入 事業所階段下 災害対策チーム

災害トイレ 100回分 〇年〇月購入 事業所階段下 災害対策チーム

食事 30食分 20240401 事業所階段下 災害対策チーム

懐中電灯 3つ 〇年〇月購入 事業所階段下 災害対策チーム

ランタン 3つ 〇年〇月購入 事業所階段下 災害対策チーム

使い捨てカイロ 30個 事業所階段下 災害対策チーム

軍手 30双 事業所階段下 災害対策チーム

ヘルメット 6個 事業所階段下 災害対策チーム
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②平常時の対応
職員の参集基準 受入能力の事前評価

➢現在のサービス提供の状況を踏まえ、欠勤数などの想定から対応可能範囲を整理しておく。
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②平常時の対応
職員の参集基準 職員のシフトと、出勤可能性を把握する

➢災害発生後、職員が長期間帰宅できず、長時間勤務となる可能性がある。

➢参集した職員の人数により、なるべく職員の体調・負担の軽減に配慮して勤務体制を組むよう災害時の勤務シフト原則を検討しておく。あらかじめ状況

を想定し、関係団体と調整し、応援体制を検討しておく

状況 3日後

出勤の可能性

7日後

出勤の可能性

職員A

未就学児が

おり保育園が

休園の場合

困難

不可
保育園再開時

可能

職員B 持病・妊婦 不可 不可

職員C

ステーション

徒歩圏内に

一人暮らし

可
基本的に出勤

可能

出勤可能割合

1日時点 看護職員10人のうち5人出勤可能予定 5割

3日時点 看護職員10人のうち7人出勤可能予定 7割

7日時点 看護職員10人のうち8人出勤可能予定 8割
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②平常時の対応
利用者の安否確認の方法・誰が、どのように、いつ

➢利用者／スタッフの安否確認や連絡方法として、固定電話・携帯の音声通話機能は十分には機能していなかった。

➢一方で、Twitter、LINEなどのサービスは８８％が問題なく利用できており、「利用できなかった」ケースが限定的であった。

➢訪問サービス事業者にとっては、連絡・通信の遮断は大きな問題となりうるため、複数の連絡方法を有しておく必要がある。

出所：中村功「IP 時代の災害と通信 ―熊本地震における通信の疎通状況とその背景」2017年東洋大学社会学部紀要
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67.2

71.9

76.3

82.2

88.4

24

20

19.4

3.1

6.3

7.9

2.2

4.7
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固定電話

公衆電話

携帯の音声通話

携帯のメール

PCのメール

PCのWEB閲覧

携帯のWEB閲覧

SNS

すぐに使えた つながりにくいが利用できた 利用できなかった

熊本地震本震当日の熊本市の通信状況
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②平常時の対応
災害時の利用者一覧表（安否確認の優先順位表）

➢安否確認を優先して実施する必要がある利用者のリストなどを作成しておくことで、緊急時に迷わず対応ができる。

出所静岡県介護支援専門員協会「介護支援専門員のための災害時対応事業」

災害時利用者一覧表 (安否確認優先順位)

事業所名 (担当者 ) ※ 優先順位と想定される避難場所の項目は災害時リスク・アセスメントシートとリンクさせます 作成日 年 月 日

No

優先順位 (※)

地域
区分

氏名(年齢) 住所(自治会名)

想定される避難場所 (※)

特記 担当ケアマネ
安否確認で

きた日
①医療や介護 ②環境 ③避難 避難所 介護・医療機関

1人工呼吸器 高 △△地区 佐藤○男(75) ○○市○○123-1(○○自治会) ○○病院
高齢世帯、妻は要支援者
ALS、ストレッチャー移動、胃ろう、吸引

2経管栄養・吸引 高 △△地区
高齢世帯、転倒家具危険
ストレッチャー移動、胃ろう、吸引

3経管栄養・褥瘡 日 △△地区
長男家族と同居、日中独居
ストレッチャー移動、胃ろう、褥瘡あり

4経管栄養 ○○地区
長女と同居
ストレッチャー移動、胃ろう

5人工透析 高 ○○地区
高齢世帯、妻は精神疾患、古い家屋・転倒家具
車いす使用、透析(月・水・金)

6人工透析 高 □□地区
高齢世帯
車いす使用、透析(火・木・土)

7在宅酸素 独 □□地区
独居、孤立傾向、古い家屋
在宅酸素3ℓ/分

8在宅酸素 独 □□地区
独居、孤立傾向、古い民家
在宅酸素3ℓ/分

9認知症による混乱 独 △△地区
独居・孤立傾向、古い民家
中度の認知症

10認知症による混乱 高 △△地区
高齢者世帯、古い家屋
軽度の認知症

11認知症による混乱 ○○地区
長男と二人暮らし、長男は精神疾患がある
軽度の認知症

12認知症による混乱 ○○地区
長男家族と同居
重度の認知症、避難先で馴染めない・混乱

13
精神疾患による混
乱

独 ○○地区
独居
精神疾患、近所の知り合いがいれば安心
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②平常時の対応
訪問トリアージの基準（例）

➢現在、サービスを利用している利用者につき、それぞれの訪問内容を基に訪問トリアージをしておく。

➢代替手段の無い利用者や医療必要度の高い利用者については、訪問の継続が必要となってくる。

➢可能な限り、平常時（例えば訪問開始時）等に評価が出来ていると望ましく、また定期的な情報の更新をしておくことが必要である。

全国訪問看護事業協会「新型コロナウイルス感染症対策訪問看護ステーション で取り組みましょう 令和２年５月７」
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③BCP発動の基準

➢BCP発動の基準として、一定の緊急度の定義が必要となる。

➢例えば以下のような形で、スタッフの出勤割合を基準として業務の提供可能性を判断する。

➢訪問看護は人的資源に大きく影響されるので、これを元に判断をするのが比較的分かり易い。

➢その場合に、利用者へのサービス提供をどのように継続するかは単独事業所の問題ではなくなってくる。

出所：第8次医療計画等に関する検討会在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ「在宅医療・ケア提供機関

の事業継続計画」

連携型BCP

休止も検討
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④地域連携協定・連携体制の構築

➢何らかの事情によ

り一時閉鎖したス

テーションがあっ

た場合に、どのよ

うな形でステー

ション間が連携し

て相互をサポート

するかをあらかじ

め取り決めておく。

➢また個々の事業所

間で解決できない

問題の場合、ある

いは協定を結んで

いる事業所が近

隣いない場合は、

都道府県看護協

会が支援を検討

する。

出所：日本能率協会総合研究所「地域における中小規模の訪問看護事業所の機能強化および事業所間連携の推進に関する

事業報告書 （老人保健事業推進費等補助金）」（２０２２年3月）より
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確認してみましょう。それぞれどのような内容が必要だと思いますか

項目 内容

電気が止まった時の対応

公共交通機関が止まった時
の対応

利用者の安全確認はどのよ
うにしますか？（固定電話・携
帯が繋がりにくい場合）

スタッフが2割程度出勤でき
なくなった際の対応
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感染症BCPについて
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BCPに盛り込む必要がある要点解説（感染対策）

➢主に「平時対応」「感染疑い者の発生」「初動対応」「検査」「感染拡大防止体制」等の視点について、明記しておく必要があります。

出所：厚生労働省「新型コロナウイルス感染症発生時のガイドライン」

（https://www.mhlw.go.jp/content/000922077.pdf）
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感染症BCP作成のポイント

➢自然災害のBCPと同様に、感染者発生前の事前準備として行っておくこと、また発生後の対応について整理をしておく必要がある

１．事前準備 ２．発生後の対応

施設内で感染者発生前 施設内で感染疑い者発生後

今、何をしておくべきか どのように行動したらよいか
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②平常時の対応 考えておくべき視点

➢感染拡大は自然災害と比較すると、一定の準備期間がある。

➢このため発生後に予防策や情報収集による対策期間があることが自然災害とは異なる。

分類 分類② 内容

人的資源 指示命令系統 責任者は誰か？不在の場合の代行者は誰か？

シフト調整 出勤状況の想定、出勤割合の調整

発生時の対応方針の周知／徹底 リスクを把握した際の対応ワークフロー

予防策 情報収集の方法 行政、保健所等から発信される情報の把握

スタンダードプリコーションの徹底 標準予防策の徹底

職員の体調管理・報告 職員の体調を定期的に把握できる規律・方法

物的資源 物品の確保 防護具、消毒液の在庫量・必要量の確認。調達。

財務資源 補助金申請や休止に伴う処置 資金手当（給与、光熱水費等）、入金と支払いサイト

感染症対策の保険への加入

対応する職員への処遇 補助金の申請等、インセンティブの配慮

情報資源 法人内の情報共有 発生時の記録、経過等の共有

利用者家族との情報共有 利用者の体温・体調管理

関係事業者との情報共有 状況の共有、応援体制の確認

利用者 利用者・家族への指導 感染対策に関する指導や訪問時の協力依頼

感染が疑われる利用者への訪問 訪問の基準や方法論の整理
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感染疑いが発生した際の対応体制の整理
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事業所内・法人内での情報共有、利用者・家族との情報共有、自治体（指定権者・保健
所）との情報共有、関係業者等との情報共有

➢法人内外での情報共有には以下のようなポイントが必要とされている。

➢出入りの業者についても、業者側で発生した感染情報等についても可能な限り把握に努める。

時系列にまとめ、感染者の情報、感染者の症状、その時点
で判明している濃厚接触者の人数や状況を報告共有する。

管轄内保健所や行政からの指示指導についても、関係者
に共有する。

事業所内での感染拡大を考慮し、社内イントラネット等の
通信技術を活用し各自最新の情報を共有できるように努め
る。

感染者が確認された事業所の所属法人は、当該事業所
へ必要な指示指導の連携を図るよう努める。

感染者や濃厚接触者となった職員の兼務先を把握してい
る場合は、個人情報に留意しつつ必要に応じて情報共有を
行う。

必要に応じて、個人情報に留意しつつ、居宅介護支援事
業所等と相談し、地域で当該利用者が利用等している医療
機関や他サービス事業者への情報共有に努める。

• 保健所
• 地域医療機関
• 受診・相談センター
• 保健所
• 自治体
• 関連機関
• 関係業者
• 調達先
• 地域住民

• 建物
• エレベーター保守
• 電気
• 水道
• ガス
• 電話
• インターネット
• 自動車
• ガソリンスタンド
• 購入業者
• 委託業者
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職員への周知、教育、訓練等について

➢BCPを作ったまま管理者や一部の職員しか知らない状況では意味がない。

➢このため、BCP作成後に周知（教育）のフェーズと、訓練（対応シミュレーション）が必要とされる。これらの訓練をどのようなタイミングで

実施するのかを整理しておくことが必要である。
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一部の職員による過重労働を避け、職員のメンタルヘルスへの配慮をする。

➢一部職員に業務が集中したり、連続勤務等により職員への過重労働が発生することがある。

➢職員の業務負担への配慮として、労務の管理やメンタルヘルス不調にも配慮する

＜労務管理＞
職員の感染状況等に応じて勤務可能な職員をリストアップし、調整する。
職員の不足が見込まれる場合は、早めに応援職員の要請も検討し、可能な限り長時間労働を予防する。
勤務可能な従業員の中で、休日や一部の従業員への業務過多のような、偏った勤務とならないように配
慮を行う。
事業所の近隣において宿泊施設、宿泊場所の確保を考慮する。

＜長時間労働対応＞
連続した長時間労働を余儀なくされる場合、週１日は完全休みとする等、一定時間休めるようシフトを組
む。
定期的に実際の勤務時間等を確認し、長時間労働とならないよう努める。
休憩時間や休憩場所の確保に配慮する。

＜コミュニケーション＞
日頃の声かけやコミュニケーションを大切にし、心の不調者が出ないように努める。
風評被害等の情報を把握し、職員の心のケアに努める。

＜相談窓口＞
事業所内又は法人内に相談窓口を設置するなど、職員が相談可能な体制を整える。
自治体や保健所にある精神保健福祉センターなど、外部の専門機関にも相談できる体制を整えておく
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一部の職員による過重労働を避け、職員のメンタルヘルスへの配慮をする。
惨事ストレス

➢以下のような形で、ストレス対応、メンタルヘルス対応の体制を盛り込んでおくこともBCPの一部として重要である。

＜ストレス反応＞

• 悔しくて腹が立つ

• 自分自身の安全を考えて、怖くなる。

• 自分の無力さに罪悪感が生じる。

• 感情的になったことを恥ずかしく思う。

• 他の人が無事かどうか心配になる。

• 感情的になり、取り乱す。

• 汗をかく、動悸が激しくなる、震えるなどの身体症状

• 死ぬかも知れないと思う。

＜ストレスが発生しやすい環境＞

• 不眠不休での業務提供

• 出勤者が少ない中での責任意識・プレッシャー

• 過度な緊張や緊迫感がある状況下

→細かなミスの発生

→判断力の低下

→惨事ストレスによる精神・神経へのダメージ

①ストレス症状／セルフケアに関する研修

• 通常の研修を通じてストレスケア、セルフケアに関する

研修を職員を対象に実施する。

• ストレスを感じる状況や解消方法について、セルフケア

が出来る方法論を自分自身で確認しておく。

②感染発生時・災害発生時の職員の業務管理

• 管理者が中心となり、職員の業務時間や休息時間をコ

ントロールする。

• 十分な休息をとり、出来るだけ普段通りの業務をこなせ

る環境を保つ。

③復旧後のフォロー体制

• ストレス症状がある職員からは相談を受けられるような

体制を構築しておく。
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参考：リスクファイナンシング
保険の補償範囲は把握している？

➢保険内容については、事務任せ・・になっていないか？事務手続きは事務担当者がするにしても、初動対応やその際に求められる情報の

提供は現場側で行うことになる。

➢賠償責任保険の補償範囲や手続きについて、内容を把握しているか？また、それをスタッフに周知しておくことは「安心」にもつながる。

区分 主な内容

賠償責任保険

・総合賠償責任保険として提供されているケースが多く、以下に掲げられている保険を総合的に提供しているケースも多い。
・基本項目として、「対人・対物賠償、管理私財の損壊・紛失・盗難、プライバシー侵害、経済的損害」への補償や、事故発生時の
対応などが含まれるケースが多い。

・特約事項として業務中の傷害（通勤時に職員が交通事故にあった）等や、事故で利用者が入院等になった場合の見舞金の補
償、従業員等が感染症罹患した場合の補償、情報漏えい等が準備されていることもある。

自動車保険

・社用車など事業用自動車にかかわる損害賠償やリスク、車両修理費用等。

・ただし職員が私用車を訪問に利用していた場合は、職員個人の自動車保険が適用となるため、補償範囲や加入条
件等の確認が必要。（業務利用を前提とした補償条件に加入しているかの確認）

火災保険
・火災をはじめとする様々な偶然の事故による事業財産の損害を補償する保険。
・建物や物品等がどこまで補償されるのかの確認。
・損害保険の「総合補償」に含まれている場合もあるが、補償範囲が限定的である可能性もあるので確認。

地震保険
・地震や噴火、またはこれらによる津波を原因とする火災などにより建物や家財に生じた損害に備える保険。地震保険は火災保
険とあわせて契約する場合もある。

傷害保険
・突然の事故による入院や通院、死亡などにより生じた損害に備えるための保険（従業員の補償）。
・感染症等の発生により、入院や休業等を余儀なくされた場合に備えた保険。総合補償の保険のオプション項目として提供され
ている場合もある。
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まとめ

１．まずは作り始めるところから。

• 必ずしも初めから立派なBCPを作る必要はない。
• 作る事が目的なのではなくて、不測の事態に「動ける」状態にしておくこ
とが目的。

• 大事なポイントが決まっていて、明日何かが起きても最低限は行動がで
きる、という状況を作っておくこと。
※その上では簡易なものからスタートしても構わない。

２．周知（学習）、訓練、シミュレーション等しながら更新する。

• 全てが想像通りに行く訳ではない。
• 職員に周知（学習）し、実際に訓練をする中で情報がアップデートされ、実践に即
した内容に磨き上げられていく。

• まずは作り、実践する、このサイクルを作ること。
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参考_大阪府_超簡易版BCP「これだけは！」シート（自然災害版）

https://www.pref.osaka.lg.jp/keieishien/bcp/tyoukannibanbcp.html
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参考_大阪府_超簡易版BCP「これだけは！」シート（感染症対策版）

https://www.pref.osaka.lg.jp/keieishien/bcp/tyoukannibanbcp_2.html
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ご清聴ありがとうございました

ご質問・お問合せは以下までお気軽にどうぞ

株式会社日本経営
大日方光明（おびなたみつあき）
ｍitsuaki.obinata@nkgr.co.jp

mailto:ｍitsuaki.obinata@nkgr.co.jp

